
平成 21年 1月 29日

会 員 各 位

茨城県毒物劇物保安協会

会長 佐 々木 保

(公印省略)

本体と希硫酸が分離された状態のバッテリーにおける

希硫酸の濠1物該当性について

このことについて、平成 21年 1月 29日 付け薬第 628号 をもつて茨城県保健福祉部

薬務課長から別添のとおり通知がありましたのでお知らせいたします。



|'

薬  第 6 2 8 号

平成 2 1 年 1 月 2 9 日

茨城県毒物劇物保安協会長 殿

茨城県保健福祉部栗務課長

(公 印  省  略 )

本体 と希硫酸が分離された状態のバ ッテ リーにおける

希硫酸の劇物該当性について

このことについて、平成 21年 1月 22日 付け薬食化発第0122001号をもつて、厚生労

働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室長から別添のとお り通知があ りました。

つきましては、バ ッテ リー本体 とそれに充填 される希硫酸 (ただ し、硫酸 として10%以

下を含有するものを除 く。)カミ分離 された状態のバ ッテ リーは、これ らが同梱 されている

場合であっても当該希硫酸は 「濠J物」に該当することから、同状態のバ ッテ リーを販売又

は授与の目的で輸入する者は、輸入業の登録を要すること、また、当該製品を毒物劇物営

業者以外の者に販売、授与することを目的とする場合には、販売業の登録 も要することを

貴会関係会員によくお知 らせ ください。
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薬 食 化発 第 01 2 2 0 0 1

平 成 2 1 年 1 月 2 2

(局)長  殿

厚生労働省医薬食品局審査管理課

化学物質安全対策室

本体と希硫酸が分離 された状態のバ ッテ リーに

おける希硫酸の劇物該当性について

毒物及び劇物の監視 ・指導については、かねてより種々御高配を賜つている

ところであるが、今般、千葉県内の事業者が、毒物及び劇物取締法 (昭和 25年

法律第 303号 )第 3条 第 2項 に基づく輸入業の登録を取得せずに、麻薬及び向

精神薬取締法 (昭和 28年 法律第 14号 )第 50条 の 27に 基づく麻薬等原料輸入

業者業務届により、バ ッテ リー本体 と希硫酸が分離された状態の車両用バ ッテ

リーを販売目的で輸入 した事案が把握 されたところである。

毒物及び濠J物取締法においては、バ ッテ リー本体とそれに充填 され る希硫酸

が分離 された状態のバ ッテ リーは、これ らが同梱 されている場合であっても、

当該希硫酸については毒物及びall物指定令 (昭和 40年 政令第 2号 )第 2条 第

104号 に掲げる 「硫酸を含有する製剤。ただし、硫酸 10%以 下を含有す るもの

を除 く。Jに 該当するものと解 し、従来より劇物 としての取扱いを行つてきてい

るものであるので、貴管下関係事業者に対 し、改めて下記事項の周知徹底を図

られた く、格段の御配慮をお願いする。

なお、別添 1の とお り財務省関税局業務課長あて、別添 2の とお り関係団体

あて通知 しているので申し添える。
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記

バ ッテ リー本体とそれに充填 される希硫酸が分離 された状態のバ ッテ リーは、

これ らが同梱されている場合であっても、当該希硫酸は 「劇物」に該当するこ

と。従つて、同状態のバ ッテ リーを販売又は授与の目的で輸入する者は、毒物

及び劇物取締法第 3条 第 2項 に基づき、当該希硫酸についての輸入業の登録を

要すること。また、同製品を毒物劇物営業者以外の者に販売 し、又は授与する

ことを目的とする場合には、毒物及び劇物取締法第 3条 第 3項 に基づき、さら

に販売業の登録も要すること。

なお、硫酸は麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻栗向精神薬原料であり、

同法第 50条 の 27に 基づ く業務の届出を事業者が行つている場合があるが、そ

の場合であっても、毒物及び劇物取締法に基づく登録は別途必要であること。



(参考)麻 薬及び向精神薬取締法第 50条 の 27に 基づく業務の届出

麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者又は特

定麻薬等原料卸小売業者になろうとす る者は、あらか じつ、麻薬等原料営業所

ごとに、その者の氏名又は名称及び住所その他厚生労働省令で定める事項を、

麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は特定麻薬等原料製造業者にあつ

ては地方厚生局に、特定麻薬等原料小売業者にあつては都道府県に届け出るこ

とになつている。届出が行われた場合には別紙のように届出の受理証明書が発

行 され、例えば輸入にあつては、当該証明書が通関の際の証明書 として使用 さ

れているものである。
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麻薬等原料営業所
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取り扱う麻薬向精神薬原料の品名

'硫
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以上のとお り麻薬向精神薬原料の輸入の業務を届け出た者であることを証明

する。

平 成   年  月   日 ま で 有 効

平 成 年

厚生局麻薬取締部長

日月

麻 薬 等 原 料 輸 入 業 者

業 務 届 受 理 明 圭
日

日   平 成  年 :月 日

類   麻 薬等原料輸入業者

所 在 地

名  称

所

有効期間満了時及び麻薬向精神薬原料に関する業務 を

居叫  孫氏

しよ うとす る時には、直ちに返納す ること。



参照条文

○毒物及び劇物取締法 (昭和二十五年法律第二百三号)(抄 )

(禁止規定)

第三条 毒 物又は劇物の製造業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は

授与の目的で製造 してはならない。

2 毒 物又は劇物の輸入業の登録を受けた者でなければ、毒物又は腸!物を販売又は授与

の目的で輸入 してはならない。

3 毒 物又は劇物の販売業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売し、授与     .

し、又は販売若 しくは授与の目的で貯蔵 し、運搬 し、若 しくは陳列 してはならない。

但 し、毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者が、その製造 し、又は輸入 した毒物又は

劇物を、他の毒物又は劇物の製造業者、輸入業者又は販売業者 (以下 「毒物劇物営業

者」とい う。)に 販売 し、授与 し、又はこれらの目的で貯蔵 し、運搬 し、若 しくは陳

列するときは、この限 りでない。

○麻薬及び向精神薬取締法 (昭和二十八年法律第十四号)(秒 )

(用語の定義)

第二条 こ の法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。
一～六 略

七 麻 薬向精神薬原料 別 表第四に掲げる物をいう。

人～二十五 略

三十六 麻 薬等原料営業者 麻 薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、麻薬等原料製

造業者及び麻薬等原料卸小売業者 をい う。

三十七 麻 薬等原料輸入業者 麻 薬向精神薬原料を輸入することを業 とす る者をい う。

三十人 麻 薬等原料輸出業者 麻 薬向精神薬原料を輸出することを業 とす る者をい う。

三十九 麻 薬等原料製造業者 麻 薬向精神薬原料を製造すること (麻薬向精神薬原料を

精製すること、及び麻薬向精神薬原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の麻薬

向精神薬原料にすることを含む。ただし、調剤を除く。以下同 じ。)、又は麻薬向精神

薬原料を小分けすること (他人か ら譲 り受けた麻薬向精神薬原料 を分割 して容器に収

めることをい う。以下同 じ。)を 業 とする者をいう。

四十 特 定麻薬等原料製造業者 政 令で定める麻薬向精神薬原料 (以下 「特定麻薬向精

神薬原料」とい う。)を 製造すること、又は特定麻薬向精神薬原料を小分けすること

を業とする者をい う。

四十
一 麻 薬等原料卸小売業者 麻 薬向精神薬原料を譲 り渡す ことを業 とする者をい

つ。

四十 二 略

四十三 麻 薬等原料営業所 麻 薬等原料営業者が業務上麻薬向精神薬原料を取 り扱 う

店舗、製造所及び薬局をい う。



(業務の届出)

第五十条の二十七 麻 薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業

者又は特定麻薬等原料卸小売業者 となろうとする者は、あらか じめ、麻薬等原料営業

所 (特定麻薬等原料製造業者又は特定麻粟等原料卸小売業者 となろうとする者にあつ

ては、当該業務を行 う麻薬等原料営業所に限る。次条第
一項及び第五十条の二十四第

二項において同じ。)ご とに、その者の氏名又は名称及び住所その他厚生労働省令で

定める事項を、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は特定麻薬等原料製造業

者にあつては厚生労働大臣に、特定麻薬等原料卸小売業者にあつては都道府県知事に

届け出なければならない。麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原

料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者が届け出た事項を変更 しようとするとき

も、同様 とする。

別表第四 (第二条関係)
一～人 略

九 前 各号に掲げる物のほか、麻薬又は向精神薬の原材料 となる物であつて政令で定

めるもの

十 前 各号に掲げる物のいずれかを含有する物

○麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令 (平成二年政令

第二百三十八号)(抄 )

(麻薬向精神薬原料)

第四条 法 別表第四第九号の規定に基づき、次に掲げる物を麻薬向精神栗原料に指定す

る。
一～九 略

十 硫 酸



郷 別 添 1

薬 食 化 発 第 01 2 2 0 0 3号

平 成  2 1年 1  1月  2 2  日

財務省関税局業務課長 殿

厚生労働省区

本体 と希硫酸が分離された状態のバ ッテ リーに

おける希硫酸の劇物該当性について

毒物及び劇物取締法 (昭和 25年 法律第 303号 )に 基づ く毒物及び劇物が輸入

される際の取締については、平素より御協力を賜つているところですが、今般、

千葉県内の事業者が、毒物及び劇物取締法第 3条 第 2項 に基づく輸入業の登録

を取得せずに、麻薬及び向精神薬取締法 (昭和 28年 法律第 14号 )第 50条 の

27に 基づく麻薬等原料輸入業者業務届により、バ ッテ リー本体と希硫酸が分離

された状態の車両用バ ッテ リーを販売目的で輸入 した事案が把握 されました。

毒物及びEll物取締法においては、バッテ リー本体 とそれに充填 される希硫酸

が分離された状態のバ ッテ リーは、これ らが同梱 されている場合であっても、

当該希硫酸については毒物及び劇物指定令 (昭和 40年 政令第 2号 )第 2条 第

104号 に掲げる 「硫酸を含有する製剤。ただし、硫酸 10%以 下を含有するもの

を除く。」に該当するものと解 し、従来より劇物 としての取扱いを行つてきてい

るものです。

ついては、下記事項について御了知の上、格別の御配慮を願います。

奇己

バ ッテ リー本体とそれに充填 される希硫酸が分離 された状態のバッテ リーは、

これらが同梱 されている場合であっても、当該希硫酸は 「劇物」に該当するこ

と。従って、同状態のバ ッテ リーを販売又は授与の目的で輸入する者は、毒物



及び劇物取締法第 3条 第 2項 に基づき、当該希硫酸についての輸入業の登録を

要すること。

なお、硫酸は麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬向精神薬原料であり、

同法第 50条 の 27に 基づく業務の届出を事業者が行つている場合があるが、そ

の場合であつても、毒物及び劇物取締法に基づ く登録は別途必要であること。



別 添 2

薬食 化 発 第 0122004号

平 成 2 1 年 1 月 2 2 日

社 団 法 人  電 池 工 業 会 会 長

社 団 法 人  日 本 化 学 工 業 協 会 会 長

社団法人 日 本化学工業品輸入協会会長

社 団 法 人  日 本 産 業 車 両 協 会 会 長  殿

社 団 法 人  日 本 自動 車 工 業 会 会 長

社団法人  日 本 自動車部品工業会会長

全 国化 学 工業 薬 品 団 体 連 合 会 会 長

厚生労働省座

本体 と希硫酸が分離 された状態のバ ッテ リーに

おける希硫酸の劇物該 当性について

毒物及び劇物取締法 (昭和 25年 法律第 303号 )に 基づ く毒物及び劇物の取扱

いについては、平素より御理解を賜つているところですが、今般、毒物及び劇

物取締法第 3条 第 2項 に基づく輸入業の登録を取得せずに、麻薬及び向精神薬

取締法 (昭和 28年 法律第 14号 )第 50条 の 27に 基づく麻薬等原料輸入業者業

務届により、バ ッテ リー本体 と希硫酸が分離 された状態の車両用バ ッテ リーを

販売目的で輸入 した事案が把握 されました。

毒物及び劇物取締法においては、バ ッテ リー本体 とそれに充填 される希硫酸

が分離された状態のバ ッテ リーは、これ らが同梱 されている場合であっても、

当該希硫酸については毒物及びall物指定令 (昭和 40年 政令第 2号 )第 2条 第

104号 に掲げる 「硫酸を含有する製剤。ただし、硫酸 10%以 下を含有するもの

を除く。」に該当するものと解 し、従来より劇物 としての取扱いを行ってきてい

るものです。

ついては、下記事項について御了知の上、傘下事業者に対 して周知を図られ

ますよう格別の御配慮をお願いいたします。



記

バ ッテ リー本体とそれに充填 される希硫酸が分離された状態のバ ッテ リーは、

これ らが同梱 されている場合であっても、当該希硫酸は 「劇物」に該当するこ

と。従って、同状態のバ ッテ リーを販売又は授与の目的で輸入する者は、毒物

及び劇物取締法第 3条 第 2項 に基づき、当該希硫酸についての輸入業の登録を

要すること。また、同製品を毒物Ell物営業者以外の者に販売 し、又は授与する

ことを目的とする場合には、毒物及び2Hl物取締法第 3条 第 3項 に基づき、さら

に販売業の登録も要すること。

なお、硫酸は麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬向精神薬原料であり、

同法第 50条 の 27に 基づく業務の届出を事業者が行つている場合があるが、そ

の場合であっても、毒物及び劇物取締法に基づく登録は別途必要であること。


